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○小城市集落支援員設置要綱 

令和４年６月23日 

告示第103号 

（設置） 

第１条 人口減少と高齢化等の進行が著しい本市において、地域等のコ

ミュニティ機能の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集

落対策の推進要綱（平成25年３月29日付け総行応第57号、総行人第８

号、総行過第11号）に基づき、地域等の自発的な取組を支援する小城

市集落支援員（以下「支援員」という。）を設置する。 

（任命） 

第２条 支援員は、公募を原則とし、地域等の実情に精通し、地域づく

りへの熱意と識見を有する者を市長が任命する。 

（身分） 

第３条 支援員の身分は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22

条の２第１項に規定する会計年度任用職員とする。 

（任命期間） 

第４条 支援員の任期は１年とし、毎年４月１日から翌年３月31日まで

とする。ただし、年度途中で任命された者の任命期間は、任命した日

の属する年度の末日までとする。 

（勤務条件） 

第５条 支援員の勤務時間は、１週間当たり29時間の範囲内において市

長が別に定める。 

（報酬等） 

第６条 市長は、支援員に対し、予算の範囲内で報酬を支給する。 

２ その他の手当及び旅費の支給については、小城市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年小城市条例第31号）の規

定によるものとする。 
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（支援員の業務） 

第７条 支援員の業務は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 地域等の巡回及び点検による現状把握と課題分析に関すること。 

(２) 地域等のあり方についての話し合いの促進に関すること。 

(３) 実情に応じた地域等の維持・活性化に関すること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。 

（遵守事項） 

第８条 支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 業務活動地域における住民その他の関係者との信頼関係の保持

に努めること。 

(２) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。 

（身分証明書） 

第９条 支援員は、業務に従事するときは、身分証明書（別記様式）を

常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

２ 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更し

てはならない。 

３ 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出な

ければならない。 

（活動報告） 

第１０条 支援員は、活動内容を記録し、定期的に市長へ報告しなけれ

ばならない。 

（庶務） 

第１１条 支援員に関する庶務は、企画政策課において処理する。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 
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附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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